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【本稿の概要】

　サポート要件の適合性については、知財高裁大合議判決「偏光フィルムの製造法」事件（平成17年（行
ケ）第10042号）が、「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の
範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な
説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識
できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし
当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべき」と判断してお
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（「セレコキシブ組成物」事件－数値限定発明について、数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を
解決できると認識できる必要ありとして、サポート要件の適合性を否定した事例。）［上］（全２回）
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